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【質問】（累積疲労に関して）熊本地震のような複数回の揺れに原発は耐えられるのか  

【回答】 地震時における累積疲労係数の評価にあたっては、保守性を見込んだ計算を実施しており、

現実に基準地震動に相当する地震が起こった場合と比較して一概にお答えすることはできません。  

【質問】熊本地震と同様に基準地震動クラスの地震が繰り返し起こった場合について、耐震性の評価

は行われているか。行うべきではないか。  

【回答】原子力発電所は、地震により一定値以上の揺れを検知した場合には、原子炉を自動停止させ

て安全を確保する機能を有しています。 地震により原子炉が自動停止した場合は、地震による施設

への影響を確認するために点検を行い、施設の異常の有無や健全性を確認する等、必要な措置が講

じられることになります。 

 九電交渉 参考資料  

【前回質問】繰り返しの揺れ 累積疲労係数 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●政府交渉、市民側の再質問（５月２０日付）に対する原子力規制庁の文書回答（５月３０日付）  

繰り返しの揺れが起これば許容値を超えてしまうことを否定できず、事実上質問の趣旨を認めている。  

耐震性評価を行っているか質問しているににもかかわらず、それに回答せず、自動停止して点検を行って

いるとのみ答えている。つまり、繰り返しの地震が起こった場合の耐震性評価は行っていない。 

※新規制基準の要求は「局部的に弾性限界を超える場合を容認しつつも施設全体としておおむね弾性範

囲に留まり得る」（設置許可基準規則解釈）である。したがって、１回目の地震で多くの比較的弱い部分が

塑性変形を起こし、そこにさらに揺れが加われば、変形が進む等して大事故が起こる恐れがある。  

 

 

 

 

    

※玄海３・４号機の累積疲労係数はいくらか。※玄海３・４号機の累積疲労係数はいくらか。※玄海３・４号機の累積疲労係数はいくらか。※玄海３・４号機の累積疲労係数はいくらか。前回前回前回前回 12121212 月月月月 14141414 日は川内の数値を答えるだけで、玄海日は川内の数値を答えるだけで、玄海日は川内の数値を答えるだけで、玄海日は川内の数値を答えるだけで、玄海

について回答しなかった。について回答しなかった。について回答しなかった。について回答しなかった。    

 

11 月 28 日政府交渉 

市民｢二回の揺れは考えていない､審査していないということか｣市民｢二回の揺れは考えていない､審査していないということか｣市民｢二回の揺れは考えていない､審査していないということか｣市民｢二回の揺れは考えていない､審査していないということか｣    

国「考えていません。評価していません」国「考えていません。評価していません」国「考えていません。評価していません」国「考えていません。評価していません」    



【質問２】
※「格納容器が壊れない」「水素爆発が起きない」「水蒸気爆発が起きない」「熊本地震なみの地震はおき

ない」「ポンプや電源車がスムーズに到着」…

【質問２】 放射性物質放出量
※「格納容器が壊れない」「水素爆発が起きない」「水蒸気爆発が起きない」「熊本地震なみの地震はおき

ない」「ポンプや電源車がスムーズに到着」…

放射性物質放出量
※「格納容器が壊れない」「水素爆発が起きない」「水蒸気爆発が起きない」「熊本地震なみの地震はおき

ない」「ポンプや電源車がスムーズに到着」…

放射性物質放出量 4.5 テレベクレルについて
※「格納容器が壊れない」「水素爆発が起きない」「水蒸気爆発が起きない」「熊本地震なみの地震はおき

ない」「ポンプや電源車がスムーズに到着」… という甘々の条件であることを明らかにする。
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テレベクレルについて
※「格納容器が壊れない」「水素爆発が起きない」「水蒸気爆発が起きない」「熊本地震なみの地震はおき

という甘々の条件であることを明らかにする。

 

 

テレベクレルについて
※「格納容器が壊れない」「水素爆発が起きない」「水蒸気爆発が起きない」「熊本地震なみの地震はおき

という甘々の条件であることを明らかにする。

 

 

テレベクレルについて 
※「格納容器が壊れない」「水素爆発が起きない」「水蒸気爆発が起きない」「熊本地震なみの地震はおき

という甘々の条件であることを明らかにする。

小山さん資料から

※「格納容器が壊れない」「水素爆発が起きない」「水蒸気爆発が起きない」「熊本地震なみの地震はおき

という甘々の条件であることを明らかにする。 

小山さん資料から 

※「格納容器が壊れない」「水素爆発が起きない」「水蒸気爆発が起きない」「熊本地震なみの地震はおき

 

※「格納容器が壊れない」「水素爆発が起きない」「水蒸気爆発が起きない」「熊本地震なみの地震はおき
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【質問２】4.5 テラベクレル 原子力規制庁からの回答（3 月 16 日） 
http://www.pref.saga.lg.jp/kiji00354048/index.html 
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【質問４】3 号機原子炉容器上部ふた未交換問題 
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【質問５】「うそをつかない」 
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【質問５】「うそをつかない」 

■4 月 19 日に行われた山口祥義佐賀県知事と瓜生道明九州電力社長との面談記録 
http://www.pref.saga.lg.jp/kiji00354806/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【コンプライアンスカード】 2016 年度の九電ＣＳＲ報告書より 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九州電力グループ コンプライアンス・カード 

倫理的責任・法的責任 

◆あなたや上司、同僚の判断や行動は･･･ 

 ①自分の良心に反していませんか？ 

 ②自分の家族や友人に胸を張って見せられますか？ 

 ③地域社会との信頼関係を損ないませんか？ 

 ④自社の理念・行動規範に沿っていますか？ 

 ⑤法令に違反するおそれはありませんか？ 

 

私たちは、社会との信頼を築き、コンプライアンスを推進します。 

【瓜生社長】 

最初に、当社が信頼向上に向けて、従来から取り組んで、今も継続して実施している内容をちょっと御紹

介させていただきます。 

 まず、コンプライアンス。コンプライアンスは、法令遵守だけではなくて社会に迷惑をかけないというのが

コンプライアンスでございますけれども、コンプライアンスを進めていくうえで、コンプライアンス行動指針を

策定して、それを教育・研修しており、教育・研修の場合も、単に座学で研修するのではなくて、ワークシ

ョップという形で、過去に起こった事例だとか、私どもが起こした事例、将来起こるかもしれない事例、それ

を原因だとか対策、何が悪かったのかというところを、しっかり認識してもらう。それをワークショップ形式で

教育をやって腹落ちしてもらうようにしています。 

 さらには、コンプライアンスカードというものを常時携帯してもらうようにしておりまして、このコンプライア

ンスカードには、行動の判断基準というのを書いてますけれども、これは単に法令を守れと言っているわ

けではないんだ、我々は社会に迷惑をかけないんだ、ということを記載して、このコンプライアンスカードを

常時携帯してもらっており、その裏には、もし誰かが違反するような行為をした時には、必ず直ぐ通報でき

るような、そういう場所も明記しており、そこに社外相談窓口、社内外ですけれども、社内外も含めて相談

できるような窓口を記載しております。 

 これは、全社員に持っていただいているところでございます。 
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【質問６】火山灰評価で濃度が 100 倍に 
■濃度基準の変遷（FFTV 作成） 

 
 

■新たに基準となる「参考濃度」は現状の限界濃度の数倍に 
2017 年 6 月 22 日 降下火砕物の影響評価に関する検討チーム第 3 回会合 

資料 1-2-2「機能維持評価用参考濃度」への対応について（電気事業連合会）p.2

 
 

■「参考濃度」は「基準」です 
7月 19日原子力規制委員会 資料２「発電用原子炉施設に対する降下火砕物の影響評価に関する検討

結果及び今後の予定について」（原子力規制庁） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※設計基準と機能維持評価用基準 

設計において考慮する基準を「設計基準」、設計及び運用等による安全施設の機能維持が可能か

どうかを評価するための基準評価するための基準評価するための基準評価するための基準を「機能維持評価用基準」とする。また、機能維持評価用基準を、総合機能維持評価用基準を、総合機能維持評価用基準を、総合機能維持評価用基準を、総合

的、工学的判断により設定したものが「機能維持評価用参考濃度」的、工学的判断により設定したものが「機能維持評価用参考濃度」的、工学的判断により設定したものが「機能維持評価用参考濃度」的、工学的判断により設定したものが「機能維持評価用参考濃度」である。（p.3） 

←昨年 10月、パブコメを 

受けて、規制庁が指示 

←電力中央研究所レポート 

←規制委が今回了承 

←川内審査時 



8 

■非常用交流動力電源設備は 24 時間 2 系統の機能維持が必要 
7月 19日原子力規制委員会 資料２ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2017 年 6 月 22 日 降下火砕物の影響評価に関する検討チーム第 3 回会合議事録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会合には電力事業各社も参加。九州電力原子力発電本部から 2 人、野崎剛・原子力設備グループ課長、

疇津正俊・リスク管理・解析グループ課長が参加） 

 

■玄海原発は九重山の噴火を想定 
 佐賀県原子力安全専門部会資料 3-2-5「火山影響評価について」（2017 年 1 月 19 日）p.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■玄海原発 3・4 号機の非常用交流動力電源設備は 2 台 
玄海原子力発電所設置変更許可申請書（2013 年 7 月 12 日）p.52 

3 号機 

 
 

 

 

 

 

○山形浩史 原子力規制庁 長官官房審議官 

規制庁の山形です。 2 系統の健全性を維持ですので、ここでは交代交代というのは、フィルター交

換中は機能を喪失しているので、健全ではないということです。前の資料だと明確に、すみません、単

一故障を仮定すると書いてあったんですけれども、要は、フィルター交換中に 1 台は交換中でとまって

いて 1 台が動いている。これが何かの理由でちょっと機能喪失するということが起こっては困るので、両

方とも動いておいてくださいと。今回御説明があった Pの運転しながら交換するということであれば、この

2 系統健全維持に適合していると思いますけれども、交換中なので運転でき交換中なので運転でき交換中なので運転でき交換中なので運転できませんということであれば、ませんということであれば、ませんということであれば、ませんということであれば、

2222 系統健全には当たらない系統健全には当たらない系統健全には当たらない系統健全には当たらないと思います。（p.31） 

イ)非常用交流動力電源設備（設計基準事故対処設備）の機能維持 

参考濃度に対して、適切な設計及び運用等により、原子炉を停止した後の安定な状態に移行し維持さ

せるために必要な非常用交流動力電源設備の機能維持を求める。 

参考濃度は、手法②により降灰継続時間を 24時間と仮定した平均濃度、又は手法③により噴火継続時

間を 24 時間とした場合の最大濃度とする。この参考濃度において、非常用交流動力電源設備に対し、非常用交流動力電源設備に対し、非常用交流動力電源設備に対し、非常用交流動力電源設備に対し、

24242424 時間２系統の機能維持を求める時間２系統の機能維持を求める時間２系統の機能維持を求める時間２系統の機能維持を求める。（p.4） 

５．２火山灰等（検討範囲：全ての火山） 

〇文献調査及び地質調査の結果、破局的噴火の可能性を否定した広域テフラ以外の火山灰等は敷

地及び敷地付近に認められないものの、自然現象における不確かさを踏まえ、より安全側の評価とし

て、敷地における火山灰等の層厚を 10cm と評価した。 

〇層厚の妥当性については、敷地からの距離と噴出物量との関係から敷地への影響が最も大きい九九九九

重山における約５万年前の「九重第１噴火」を想定重山における約５万年前の「九重第１噴火」を想定重山における約５万年前の「九重第１噴火」を想定重山における約５万年前の「九重第１噴火」を想定した火山灰シミュレーションによって確認した。 
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火山灰濃度基準が 100 倍に！ 原発止めて審査のやり直しを！ 
阪上 武（原子力規制を監視する市民の会） 

 
 火山噴火による降灰では、非常用ディーゼル発電機のフィルターの目詰まりが問題になります。規制委は７月１９日

の会合で、評価に用いる火山灰濃度を 100 倍規模に引き上げる方針を決めました。稼働中の川内、高浜、伊方原発

や許可済みの大飯、玄海原発はいずれも新しい基準の要求を満たしていません。直ちに止め、許可を取り消すべき

です。 

 

◆火山灰により非常用ディーゼル発電機のフィルターが目詰まり 

 原発の審査で用いられる許可基準規則及び火山影響評価ガイドは、外気取入口からの火山灰の侵入によるフィル

ターの目詰まり等によって非常用ディーゼル発電機が機能喪失とならないことを要求しています。福島原発事故のよ

うな全電源喪失にしないためです。 

 電力会社は、火山灰濃度を仮定した上で、フィルターが詰まる時間と交換に要する時間の評価を行い、余裕をもっ

て交換できることを示し、許可をとっていました。川内原発などは、アイスランドでの観測値（約 3 ミリグラム）を用いて評

価し、フィルタが詰まるのに約 25 時間かかるが、これに対し交換は約１時間で余裕があるとの評価を行っていました。 

◆昨秋に火山灰濃度の基準が 10 倍になった 

 昨年 10 月に規制委は、美浜３号機のパブリックコメントの指摘を受けて、火山灰濃度がアイスランドの約 10 倍となる

米国セントヘレンズ火山の観測値（約 33 ミリグラム）で再評価するよう、各電力会社に指示を出しました。川内原発の

場合、フィルタが詰まる時間は約 2.5 時間となりましたが、それでも余裕があるとの評価結果でした。 

 その過程で、規制庁から規制委に富士山宝永噴火のシミュレーションにより、火山灰濃度がセントヘレンズの約 30

倍（約 1,000 ミリグラム）になるとの電力中央研究所のレポートが報告されました。これについては直ぐに基準を変える

ことはしませんでした。 

◆規制庁の試算によりさらに 100 倍に！ 

 今年に入り、規制委は火山灰規制の検討チームを立ち上げ、その中で規制庁が３つの試算を行いました。１つはセ

ントヘレンズの観測値に基づく試算でしたが、この観測値については、観測機器の限界を超える火山灰が降ったこと

から、過小評価の可能性があるとして採用しませんでした。残り２つは、いずれもセントヘレンズの約 100 倍規模（約 2

～4 グラム及び約数グラム）になるとの結果が出ました。こちらの試算は、計算やシミュレーションによるものであり、不

確かさが大きいとされ、「参考濃度」という名前がつきました。 

 検討チームでは「参考濃度」の取り扱いが曖昧なままでしたが、今年 7月 19日の規制委会合で了承された「基本的

考え方」において、これを基準として取り扱うことが決まりました。 

◆非常用発電機を止めてフィルター交換するのはそもそも基準違反 

 さらに規制委は、単一故障の仮定から、非常用ディーゼル発電機は２台が健全であることを要求しました。加圧水型

原発では非常用ディーゼル発電機は２台しかないので、一方を止めてフィルター交換という現状では、基準違反にな

ることが改めて指摘されました。 

◆現状では「参考濃度」が「限界濃度」を大きく上回っている 

 基準の扱いが決まった「参考濃度」について、電事連は、検討チームの最終回（今年 6月 22 日）に、既に許可が出

ている川内、玄海、伊方、美浜、高浜、大飯の各原発の対応状況について資料を出しています。各原発で「参考濃度」

を算出した上で、フィルターが目詰まりするまでの時間が、交換に要する時間（約１時間）に一致する「限界濃度」と比

較したのが下表（添付のもの）です。 

 電力会社は「限界濃度」の算出に際して、許可で用いたフィルターの仕様書にある最大値を使わず、わざわざ実験

を行い、それにより求めた限界ぎりぎりの「実力値」を使っています。それでも、高浜原発を除くすべての原発で、参考

濃度が限界濃度を超えています。川内では約３倍、伊方や玄海では約４倍も上回っています。 

◆許可済みの全ての原発で「２台が健全」の要求を満たしていない 

 高浜原発にしても、参考濃度が限界濃度に肉薄しています。この場合、フィルターは常に交換作業を行っており、

常に１台しか動かすことはできません。これは、２台が健全であることを要求する基準に反することになります。 

 参考濃度が限界濃度を超えていること、非常用ディーゼル発電機が２台しかない状況で、フィルター交換時に一方

を止めなければならない設計であること、この２点において、現状では新しい基準に反することになります。 

◆稼働中の原発は直ちに停止を！許可の取り消しを！ 

 電力各社は今後の課題として、フィルタの性能を高めることと、フィルターを二重にした上でカートリッジ式にするな

ど、運転しながら交換できるようにして、２台とも健全であるようにするとしています。しかしそれは今後の話です。 

 規制委は、稼働中の原発を直ちに止めなければなりません。許可済みの原子炉については、許可を一旦取消し、

参考濃度や限界濃度の算出や、参考濃度に対応するための設備内容を含めて、再審査を行わない限り、再稼働を

許すべきではありません。 


